
も
て
な
し
の
阿
波
と
く
し
ま
観
光
基
本
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
七
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

目
次

目
次

前
文

前
文

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

観
光
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策
（
第
九
条
―
第

第
二
章

観
光
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策
（
第
九
条
―
第

十
八
条
）

十
八
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
十
九
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
十
九
条
）

附
則

附
則

徳
島
県
は
、
太
平
洋
側
の
地
域
、
瀬
戸
内
側
の
地
域
、
山
岳
地

徳
島
県
は
、
太
平
洋
側
の
地
域
、
瀬
戸
内
側
の
地
域
、
山
岳
地

域
と
い
っ
た
地
域
ご
と
に
気
候
が
異
な
り
、
全
体
と
し
て
多
様
な

域
と
い
っ
た
地
域
ご
と
に
気
候
が
異
な
り
、
全
体
と
し
て
多
様
な

変
化
に
富
ん
だ
気
候
を
有
す
る
と
と
も
に
、
鳴
門
の
渦
潮
、
県
南

変
化
に
富
ん
だ
気
候
を
有
す
る
と
と
も
に
、
鳴
門
の
渦
潮
、
県
南

部
の
海
、
剣
山
、
吉
野
川
等
の
心
が
癒
や
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
に

部
の
海
、
剣
山
、
吉
野
川
等
の
心
が
い
や
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
に

恵
ま
れ
、
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
育
て
ら
れ
た
な
る
と
金
時
、
す

恵
ま
れ
、
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
育
て
ら
れ
た
な
る
と
金
時
、
す

だ
ち
、
阿
波
尾
鶏
、
鳴
門
わ
か
め
、
鱧
等
の
豊
富
な
食
材
を
有
し

だ
ち
、
阿
波
尾
鶏
、
鳴
門
わ
か
め
、
鱧
等
の
豊
富
な
食
材
を
有
し

は

も

は

も

て
い
る
。

て
い
る
。

ま
た
、
徳
島
県
は
、
世
界
に
誇
り
得
る
阿
波
踊
り
を
は
じ
め
、

ま
た
、
徳
島
県
は
、
世
界
に
誇
り
得
る
阿
波
踊
り
を
は
じ
め
、

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
、
阿
波
藍
、
阿
波
和
紙
、
阿
波
正
藍
し
じ
ら
織

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
、
阿
波
藍
、
阿
波
和
紙
、
阿
波
正
藍
し
じ
ら
織

、
大
谷
焼
、
に
し
阿
波
の
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
伝
統

、
大
谷
焼

と
い
っ
た
伝
統

的
な
文
化
や
産
業
、
う
だ
つ
の
町
並
み
、
祖
谷
の
か
ず
ら
橋
、
四

的
な
文
化
や
産
業
、
う
だ
つ
の
町
並
み
、
祖
谷
の
か
ず
ら
橋

国
遍
路
と
い
っ
た
歴
史
的
又
は
文
化
的
な
遺
産
等
の
魅
力
あ
ふ
れ

と
い
っ
た
歴
史
的
又
は
文
化
的
な
遺
産
等
の
魅
力
あ
ふ
れ

る
観
光
資
源
を
有
す
る
ほ
か
、
県
民
に
は
長
年
の
歴
史
と
伝
統
に

る
観
光
資
源
を
有
す
る
ほ
か
、
県
民
に
は
長
年
の
歴
史
と
伝
統
に

培
わ
れ
た
温
か
い

お
も
て
な
し
の
心
が
受
け
継
が
れ
る
な
ど

培
わ
れ
た
あ
た
た
か
い
お
も
て
な
し
の
心
が
受
け
継
が
れ
る
な
ど

、
持
続
可
能
な
観
光
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
多
く
の
観
光
客

、
多
く
の
観
光
客

を
引
き
付
け
る
観
光
地
域
づ
く
り
の
可
能
性
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

を
引
き
付
け
る
観
光
地
づ
く
り

の
可
能
性
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

る
。

る
。

観
光
は
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
将
来
の
定
住
に
つ
な
が
る

観
光
は
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
将
来
の
定
住
に
つ
な
が
る

交
流
人
口
の
拡
大
に
重
要
な
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
県
民
の
本

交
流
人
口
の
拡
大
に
重
要
な
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
県
民
の
本

県
の
歴
史
、
文
化
等
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
県
民
が
地
域
へ
の

県
の
歴
史
、
文
化
等
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
県
民
が
地
域
へ
の

誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の

誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の

実
現
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
現
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
観
光
を
支
え
る
産
業
は
、
旅
行
業
や
旅
館
業
の
み
な

そ
し
て
、
観
光
を
支
え
る
産
業
は
、
旅
行
業
や
旅
館
業
の
み
な

ら
ず
、
本
県
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林
水
産
業
や
商
工
業
を
は
じ

ら
ず
、
本
県
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林
水
産
業
や
商
工
業
を
は
じ

め
と
す
る
幅
広
い
分
野
の
事
業
に
及
ぶ
総
合
的
な
も
の
で
あ
り
、

め
と
す
る
幅
広
い
分
野
の
事
業
に
及
ぶ
総
合
的
な
も
の
で
あ
り
、

地
域
経
済
の
活
性
化
、
雇
用
機
会
の
拡
大
、
潤
い
の
あ
る
豊
か
な

地
域
経
済
の
活
性
化
、
雇
用
機
会
の
拡
大
、
潤
い
の
あ
る
豊
か
な

生
活
環
境
の
創
造
等
、
様
々
な
領
域
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。

生
活
環
境
の
創
造
等
、
様
々
な
領
域
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
光
の
振
興
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
そ

こ
う
し
た
観
光
の
振
興
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
そ

の
基
本
的
な
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
、
行
政
の
み
な
ら
ず
、
観
光

の
基
本
的
な
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
、
行
政
の
み
な
ら
ず
、
観
光

事
業
者
や
観
光
関
係
団
体
と
い
っ
た
観
光
に
携
わ
る
も
の
は
も
と

事
業
者
や
観
光
関
係
団
体
と
い
っ
た
観
光
に
携
わ
る
も
の
は
も
と

よ
り
、
県
民
一
人
一
人
が
観
光
の
重
要
性
を
理
解
し
、
本
県
の
魅

よ
り
、
県
民
一
人
一
人
が
観
光
の
重
要
性
を
理
解
し
、
本
県
の
魅

力
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
、

力
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
、

自
主
的
か
つ
主
体
的
に
観
光
の
振
興
の
た
め
の
活
動
に
取
り
組
ん

自
主
的
か
つ
主
体
的
に
観
光
の
振
興
の
た
め
の
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
。

で
い
く
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
観
光
の
振
興
を
通
じ
て
、
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地

さ
ら
に
、
観
光
の
振
興
を
通
じ
て
、
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地

域
社
会
の
実
現
、
本
県
の
経
済
の
発
展
及
び
県
民
生
活
の
向
上
に

域
社
会
の
実
現
、
本
県
の
経
済
の
発
展
及
び
県
民
生
活
の
向
上
に

つ
な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
認
識
の
下
、
県
、
市
町
村
、
県
民
、
観
光
事
業
者
、

こ
う
し
た
認
識
の
下
、
県
、
市
町
村
、
県
民
、
観
光
事
業
者
、



観
光
関
係
団
体
等
の
総
力
を
結
集
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
協
働

観
光
関
係
団
体
等
の
総
力
を
結
集
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
協
働

し
て
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
戦
略
的
か
つ
積
極
的
に
推
進

し
て
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
戦
略
的
か
つ
積
極
的
に
推
進

す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
観
光
の
振
興
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
観
光
の
振
興
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定

め
、
並
び
に
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
観
光
事
業
者
及
び
観
光

め
、
並
び
に
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
観
光
事
業
者
及
び
観
光

関
係
団
体
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振
興

関
係
団
体
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振
興

に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

観
光
の
振
興
を
戦
略
的
か
つ
積
極
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
豊
か

観
光
の
振
興
を
戦
略
的
か
つ
積
極
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
豊
か

で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
、
本
県
の
経
済
の
発
展
及

で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
、
本
県
の
経
済
の
発
展
及

び
県
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

び
県
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

観
光
事
業
者

旅
行
業
、
旅
館
業
等
の
観
光
旅
行
者
を
対

一

観
光
事
業
者

旅
行
業
、
旅
館
業
等
の
観
光
旅
行
者
を
対

象
と
す
る
事
業
を
営
む
事
業
者
そ
の
他
の
観
光
に
関
す
る
事

象
と
す
る
事
業
を
営
む
事
業
者
そ
の
他
の
観
光
に
関
す
る
事

業
を
営
む
事
業
者
を
い
う
。

業
を
営
む
事
業
者
を
い
う
。

二

観
光
関
係
団
体

観
光
の
振
興
を
目
的
と
し
て
、
観
光
事

二

観
光
関
係
団
体

観
光
の
振
興
を
目
的
と
し
て
、
観
光
事

業
者
、
行
政
機
関
等
で
構
成
す
る
団
体
を
い
う
。

業
者
、
行
政
機
関
等
で
構
成
す
る
団
体
を
い
う
。

三

県
民
等

県
民
、
観
光
事
業
者
、
観
光
関
係
団
体
及
び
そ

三

県
民
等

県
民
、
観
光
事
業
者
、
観
光
関
係
団
体
及
び
そ

の
他
の
地
域
社
会
を
構
成
す
る
者
を
い
う
。

の
他
の
地
域
社
会
を
構
成
す
る
者
を
い
う
。

四

持
続
可
能
な
観
光

観
光
旅
行
者
、
産
業
、
環
境
及
び
地

（
新
設
）

域
の
需
要
に
適
合
し
つ
つ
、
現
在
及
び
将
来
の
経
済
、
社
会

及
び
環
境
へ
の
影
響
に
十
分
に
配
慮
し
た
観
光
を
い
う
。

五

観
光
地
域
づ
く
り

県
、
市
町
村
、
県
民
等
が
一
体
と
な

（
新
設
）

っ
て
行
う
、
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
に
つ
な
げ
る
た
め
の

活
動
を
い
う
。

六

持
続
可
能
な
観
光
地
域
づ
く
り

観
光
資
源
の
維
持
及
び

（
新
設
）

保
存
並
び
に
観
光
を
支
え
る
産
業
の
収
益
力
及
び
生
産
性
の

向
上
が
両
立
す
る
観
光
地
域
づ
く
り
を
い
う
。

七

観
光
コ
ン
テ
ン
ツ

観
光
資
源
を
活
用
し
て
観
光
旅
行
者

（
新
設
）

に
提
供
す
る
催
し
、
企
画
旅
行
及
び
体
験
活
動
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

（
基
本
理
念
）

第
三
条

観
光
の
振
興
は
、
県
、
市
町
村
及
び
県
民
等
が
そ
れ
ぞ

第
三
条

観
光
の
振
興
は
、
県
、
市
町
村
及
び
県
民
等
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
に
お
い
て
協
働
し
、
一
体
と
な
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

れ
の
立
場
に
お
い
て
協
働
し
、
一
体
と
な
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
取
り
組
ま
れ

事
項
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
取
り
組
ま
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

他
の
都
道
府
県
及
び
外
国
の
人
々
に
対
し
て
本
県
の
良
さ

一

他
の
都
道
府
県
及
び
外
国
の
人
々
に
対
し
て
本
県
の
良
さ

を
周
知
し
、
多
く
の
観
光
旅
行
者
が
繰
り
返
し
本
県
を
訪
れ

を
周
知
し
、
多
く
の
観
光
旅
行
者
が
繰
り
返
し
本
県
を
訪
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
本
県
全
体
が
活
力
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
本
県
全
体
が
活
力
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

全
て

の
県
民
が
、
観
光
の
振
興
へ
の
関
与
及
び
地
域
を

二

す
べ
て
の
県
民
が
、
観
光
の
振
興
へ
の
関
与
及
び
地
域
を

訪
れ
る
人
々
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
地
域
に
対
す
る
誇
り
と

訪
れ
る
人
々
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
地
域
に
対
す
る
誇
り
と

愛
着
を
持
ち
、
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
を
形
成
す
る
こ
と

愛
着
を
持
ち
、
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
を
形
成
す
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
経
済
の
発
展
が
も
た
ら
す
利
益
と
豊
か
な
県

に
よ
り
、
地
域
経
済
の
発
展
が
も
た
ら
す
利
益
と
豊
か
な
県



民
生
活
を
享
受
で
き
て
い
る
こ
と
。

民
生
活
を
享
受
で
き
て
い
る
こ
と
。

三

創
意
工
夫
を
生
か
し
た
個
性
豊
か
な
観
光
地
が
形
成
さ
れ

三

創
意
工
夫
を
生
か
し
た
個
性
豊
か
な
観
光
地
が
形
成
さ
れ

、
地
域
の
歴
史
、
文
化
、
伝
統
等
に
培
わ
れ
た
お
も
て
な
し

、
地
域
の
歴
史
、
文
化
、
伝
統
等
に
培
わ
れ
た
お
も
て
な
し

の
心
に
よ
り
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
外
国
人
そ
の
他
観
光

の
心
に
よ
り
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
外
国
人
そ
の
他
観
光

に
お
い
て
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
を
は
じ
め
と
す
る
全
て
の

に
お
い
て
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
を
は
じ
め
と
す
る
全
て
の

人
々
が
安
心
し
て
快
適
に
観
光
が
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て

人
々
が
安
心
し
て
快
適
に
観
光
が
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

い
る
こ
と
。

四

地
域
の
景
観
、
自
然
環
境
及
び
生
活
環
境
と
調
和
し
た
徳

四

地
域
の
景
観
や
自
然
環
境

と
調
和
し
た
徳

島
県
な
ら
で
は
の
魅
力
的
な
観
光
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ

島
県
な
ら
で
は
の
魅
力
的
な
観
光
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

と
。

五

県
民
等
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
た

（
新
設
）

主
体
的
な
取
組
が
継
続
的
に
創
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
県
の
責
務
）

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
規
定
す
る
観
光
の
振
興
に
つ
い
て
の
基

第
四
条

県
は
、
前
条
に
規
定
す
る
観
光
の
振
興
に
つ
い
て
の
基

本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
観

本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
観

光
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施
策
を
策
定
し
、

光
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施
策
を
策
定
し
、

及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
民
等
に
対
し
て
観
光
の

２

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
民
等
に
対
し
て
観
光
の

振
興
に
関
す
る
共
通
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
情
報

振
興
に
関
す
る
共
通
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
情
報

の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
県
民
等
が
相
互
に
連
携
し
、
一
体

の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
県
民
等
が
相
互
に
連
携
し
、
一
体

と
な
っ
て
観
光
の
振
興
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要

と
な
っ
て
観
光
の
振
興
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要

な
支
援
及
び
総
合
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
支
援
及
び
総
合
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
と
の
連
携
等
）

（
市
町
村
と
の
連
携
等
）

第
五
条

県
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施

第
五
条

県
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施

に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
の
連
携
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
の
連
携
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
観
光
の
振
興
に
関
す
る
広

２

県
は
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
観
光
の
振
興
に
関
す
る
広

域
的
な
施
策
を
実
施
す
る
市
町
村
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技

域
的
な
施
策
を
実
施
す
る
市
町
村
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技

術
的
な
助
言
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

術
的
な
助
言
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

（
県
民
の
役
割
）

第
六
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
観
光
に
対
す
る
関

第
六
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
観
光
に
対
す
る
関

心
及
び
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
観
光
旅
行
者
を
温
か
く
迎

心
及
び
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
観
光
旅
行
者
を
温
か
く
迎

え
、
地
域
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
る
た
め
、
観
光
に
関
す
る
ボ

え
、
地
域
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
る
た
め
、
観
光
に
関
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
地
域
が
一
体
と
な
っ
た
観
光
の
振
興
に
関
す

ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
地
域
が
一
体
と
な
っ
た
観
光
の
振
興
に
関
す

る
取
組
に
積
極
的
に
参
画
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

る
取
組
に
積
極
的
に
参
画
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
特
有
の
魅
力
が
発

（
新
設
）

揮
さ
れ
、
新
た
な
観
光
旅
行
者
の
来
県
に
つ
な
が
る
よ
う
、
観

光
資
源
の
発
掘
、
活
用
、
維
持
及
び
保
存
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

３

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
協

２

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
観
光
事
業
者
の
役
割
）

（
観
光
事
業
者
の
役
割
）

第
七
条

観
光
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
が
直

第
七
条

観
光
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
が
直

接
観
光
旅
行
者
と
接
す
る
機
会
を
多
く
有
し
、
観
光
の
振
興
に

接
観
光
旅
行
者
と
接
す
る
機
会
を
多
く
有
し
、
観
光
の
振
興
に

お
け
る
中
心
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み

、
観
光
に
関

お
け
る
中
心
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
観
光
に
関

す
る
情
報
の
発
信
、
観
光
旅
行
者
に
対
す
る
心
の
こ
も
っ
た
サ

す
る
情
報
の
発
信
、
観
光
旅
行
者
に
対
す
る
心
の
こ
も
っ
た
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
等
の
事
業
活
動
を
通
じ
、
本
県
を
訪
れ
る
観
光

ー
ビ
ス
の
提
供
等
の
事
業
活
動
を
通
じ
、
本
県
を
訪
れ
る
観
光



旅
行
者
の
満
足
度
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

旅
行
者
の
満
足
度
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

観
光
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動

２

観
光
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
豊
富
な
食
材
を
生
産
す
る
農
林
水
産

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
豊
富
な
食
材
を
生
産
す
る
農
林
水
産

業
等
の
地
域
に
お
け
る
他
の
分
野
の
事
業
者
と
の
連
携
に
努
め

業
等
の
地
域
に
お
け
る
他
の
分
野
の
事
業
者
と
の
連
携
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

観
光
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
特
有
の
魅

（
新
設
）

力
が
発
揮
さ
れ
、
新
た
な
観
光
旅
行
者
の
来
県
に
つ
な
が
る
よ

う
、
観
光
資
源
の
発
掘
、
活
用
、
維
持
及
び
保
存
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

４

観
光
事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施

３

観
光
事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施

策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
観
光
関
係
団
体
の
役
割
）

（
観
光
関
係
団
体
の
役
割
）

第
八
条

観
光
関
係
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
観
光
に

第
八
条

観
光
関
係
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
観
光
に

関
す
る
情
報
の
発
信
、
観
光
旅
行
者
の
誘
致
及
び
受
入
れ
態
勢

関
す
る
情
報
の
発
信
、
観
光
旅
行
者
の
誘
致
及
び
受
入
れ
態
勢

の
整
備
等
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

の
整
備
等
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

２

観
光
関
係
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
特
有
の

（
新
設
）

魅
力
が
発
揮
さ
れ
、
新
た
な
観
光
旅
行
者
の
来
県
に
つ
な
が
る

よ
う
、
観
光
資
源
の
発
掘
、
活
用
、
維
持
及
び
保
存
に
取
り
組

む
も
の
と
す
る
。

３

観
光
関
係
団
体
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る

２

観
光
関
係
団
体
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る

施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

観
光
地
域
づ
く
り
法
人
（
地
域
に
お
い
て
観
光
地
域
づ
く
り

（
新
設
）

の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
法
人
で
あ
る
観
光
関
係
団
体
を
い
う

。
）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
他
の
都
道
府
県
及
び
外
国

か
ら
の
観
光
旅
行
者
か
ら
選
ば
れ
る
観
光
地
の
形
成
に
向
け
、

県
、
市
町
村
、
県
民
等
そ
の
他
の
地
域
の
多
様
な
関
係
者
と
の

連
携
の
下
、
長
期
の
滞
在
に
つ
な
が
る
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
の
充

実
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

観
光
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策

第
二
章

観
光
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策

（
観
光
振
興
基
本
方
針
）

（
観
光
振
興
基
本
方
針
）

第
九
条

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
次
に
掲
げ
る
観
光
の

第
九
条

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
次
に
掲
げ
る
観
光
の

振
興
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
観
光
の
振
興
に
関
す

振
興
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
観
光
の
振
興
に
関
す

る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

自
然
、
文
化
、
歴
史
、
産
業
等
に
関
す
る
観
光
資
源
を
磨

一

自
然
、
文
化
、
歴
史
、
産
業
等
に
関
す
る
観
光
資
源
の
活

き
上
げ
、
又
は
相
互
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た

用
に
よ
る

な
需
要
の
開
拓
に
つ
な
が
る
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
を
創
出
し
、

こ
れ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
誰
も
が
魅
力
を
感
じ
、
訪
れ

た
く
な
る
よ
う
な
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
観
光

地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
観
光

地
の
形
成
を
図
る
こ
と
。

地
の
形
成
を
図
る
こ
と
。

二

徳
島
県
な
ら
で
は
の
魅
力
的
な
産
品
の
創
出
を
図
る
な
ど

二

徳
島
県
な
ら
で
は
の
魅
力
的
な
産
品
の
創
出
を
図
る
な
ど

、
観
光
地
と
し
て
の
総
合
的
な
魅
力
の
向
上
を
促
進
す
る
こ

、
観
光
地
と
し
て
の
総
合
的
な
魅
力
の
向
上
を
促
進
す
る
こ

と
。

と
。

三

自
然
体
験
活
動
、
農
林
水
産
業
に
関
す
る
体
験
活
動
等
を

三

自
然
体
験
活
動
、
農
林
水
産
業
に
関
す
る
体
験
活
動
等
を

目
的
と
す
る
旅
行
等
の
新
た
な
観
光
の
分
野
の
開
拓
を
図
る

目
的
と
す
る
旅
行
等
の
新
た
な
観
光
の
分
野
の
開
拓
を
図
る

と
と
も
に
、
県
内
で
の
宿
泊
や
長
期
の
滞
在
を
伴
う
旅
行
を

と
と
も
に
、
県
内
で
の
宿
泊
や
長
期
の
滞
在
を
伴
う
旅
行
を

促
進
す
る
こ
と
。

促
進
す
る
こ
と
。

四

観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
教
育
旅
行
を
提

（
新
設
）



案
し
、
そ
の
誘
致
を
促
進
す
る
こ
と
。

五

徳
島
県
な
ら
で
は
の
お
も
て
な
し
の
心
を
育
む
と
と
も
に

四

徳
島
県
な
ら
で
は
の
お
も
て
な
し
の
心
と

、
観
光
に
関
す
る
利
便
性
の
向
上
に
よ
り
、
県
民
等
が
一
体

観
光
に
関
す
る
利
便
性
の
向
上
に
よ
り
、
県
民
等
が
一
体

と
な
っ
た
観
光
旅
行
者
の
受
入
れ
態
勢
の
整
備
を
促
進
す
る

と
な
っ
た
観
光
旅
行
者
の
受
入
れ
態
勢
の
整
備
を
促
進
す
る

こ
と
。

こ
と
。

六

本
県
の
魅
力
を
戦
略
的
に
発
信
し
、
本
県
の
認
知
度
の
向

五

本
県
の
魅
力
を
戦
略
的
に
発
信
す
る

上
に
資
す
る
た
め
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。

た
め
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。

七

県
内
の
全
て

の
地
域
が
活
気
に
あ
ふ
れ
、
活
力
に
満
ち

六

県
内
の
す
べ
て
の
地
域
が
活
気
に
あ
ふ
れ
、
活
力
に
満
ち

た
も
の
と
な
る
た
め
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。

た
も
の
と
な
る
た
め
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。

八

持
続
可
能
な
観
光
地
域
づ
く
り
を
促
進
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

九

姉
妹
都
市
と
の
交
流
、
経
済
交
流
、
広
報
宣
伝
の
適
切
な

七

姉
妹
都
市
と
の
交
流
や
経
済
交
流
を
通
じ
て

実
施
、
県
内
の
交
通
及
び
宿
泊
そ
の
他
の
観
光
旅
行
に
関
す

る
情
報
の
提
供
、
国
際
会
議
そ
の
他
の
国
際
的
な
規
模
で
開

催
さ
れ
る
行
事
の
誘
致
、
受
入
態
勢
の
整
備
等
に
よ
り
、
外

外

国
か
ら
の
観
光
旅
行
者
の
誘
致
を
図
る
な
ど
、
国
際
観
光
の

国
か
ら
の
観
光
旅
行
者
の
誘
致
を
図
る
な
ど
、
国
際
観
光
の

振
興
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。

振
興
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。

十

県
内
の
各
地
域
間
の
連
携
及
び
四
国
地
方
、
近
畿
地
方
、

八

県
内
の
各
地
域
間
の
連
携
及
び
四
国
地
方
、
近
畿
地
方

中
国
地
方
等
の
近
隣
の
地
域
の
府
県
と
の
連
携
に
よ
る
取
組

等
の
近
隣
の
地
域
の
府
県
と
の
連
携
に
よ
る
取
組

の
推
進
に
よ
り
、
広
域
的
な
観
光
の
振
興
を
図
る
こ
と
。

の
推
進
に
よ
り
、
広
域
的
な
観
光
の
振
興
を
図
る
こ
と
。

（
観
光
振
興
基
本
計
画
）

（
観
光
振
興
基
本
計
画
）

第
十
条

知
事
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
戦
略
的
か
つ

第
十
条

知
事
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
戦
略
的
か
つ

積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な

積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な

計
画
（
以
下
「
観
光
振
興
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る

計
画
（
以
下
「
観
光
振
興
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

２

知
事
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

県
民
等
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置

県
民
等
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
徳
島
県
観
光
審
議
会
の

を
講
じ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
徳
島
県
観
光
審
議
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な

３

知
事
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

４

前
二
項
の
規
定
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

５

知
事
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
観
光

５

知
事
は
、
観
光
振
興
基
本
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
観
光

の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
そ
の
成
果
の
検
証
を
行
う

の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
そ
の
成
果
の
検
証
を
行
う

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

６

知
事
は
、
毎
年
度
、
前
項
に
規
定
す
る
検
証
の
結
果
に
つ
い

６

知
事
は
、
毎
年
度
、
前
項
に
規
定
す
る
検
証
の
結
果
に
つ
い

て
、
議
会
に
報
告
し
、
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
検
証
の

て
、
議
会
に
報
告
し
、
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
検
証
の

結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
等
）

（
阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
等
）

第
十
一
条

県
民
等
に
お
い
て
、
広
く
観
光
に
つ
い
て
の
関
心
と

第
十
一
条

県
民
等
に
お
い
て
、
広
く
観
光
に
つ
い
て
の
関
心
と

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
共
通
の
認

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
共
通
の
認

識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
及

識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
及

び
阿
波
と
く
し
ま
観
光
週
間
を
設
け
る
。

び
阿
波
と
く
し
ま
観
光
週
間
を
設
け
る
。

２

阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
と
す
る
日
及
び
阿
波
と
く
し
ま
観

２

阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
と
す
る
日
及
び
阿
波
と
く
し
ま
観

光
週
間
と
す
る
期
間
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

光
週
間
と
す
る
期
間
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

３

県
は
、
阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
及
び
阿
波
と
く
し
ま
観
光

３

県
は
、
阿
波
と
く
し
ま
観
光
の
日
及
び
阿
波
と
く
し
ま
観
光

週
間
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る

週
間
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。



（
地
域
の
観
光
の
振
興
に
関
す
る
総
合
力
の
向
上
等
）

（
地
域
の
観
光
の
振
興
に
関
す
る
総
合
力
の
向
上
等
）

第
十
二
条

県
は
、
県
内
の
各
地
域
に
お
け
る
観
光
地
間
の
相
互

第
十
二
条

県
は
、
県
内
の
各
地
域
に
お
け
る
観
光
地
間
の
相
互

の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振
興
に
寄
与
す
る
人
材
の

の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振
興
に
寄
与
す
る
人
材
の

活
用
、
観
光
に
関
す
る
情
報
の
集
約
及
び
提
供
等
の
各
地
域
の

活
用
、
観
光
に
関
す
る
情
報
の
集
約
及
び
提
供
等
の
各
地
域
の

観
光
の
振
興
に
関
す
る
総
合
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
施
策

観
光
の
振
興
に
関
す
る
総
合
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
県
内
の
観
光
地
の
一
体
感
の
醸
成
を
図
る
た
め
、
観

２

県
は
、
県
内
の
観
光
地
の
一
体
感
の
醸
成
を
図
る
た
め
、
観

光
地
に
お
け
る
観
光
旅
行
者
に
対
す
る
情
報
の
表
示
等
に
つ
い

光
地
に
お
け
る
観
光
旅
行
者
に
対
す
る
情
報
の
表
示
等
に
つ
い

て
統
一
さ
れ
た
規
格
、
色
彩
、
デ
ザ
イ
ン
等
の
活
用
を
促
進
す

て
統
一
さ
れ
た
規
格
、
色
彩
、
デ
ザ
イ
ン
等
の
活
用
を
促
進
す

る
な
ど
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

る
な
ど
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
観
光
の
振
興
に
寄
与
す
る
人
材
の
育
成
）

（
観
光
の
振
興
に
寄
与
す
る
人
材
の
育
成
）

第
十
三
条

県
は
、
観
光
の
振
興
に
寄
与
す
る
人
材
の
育
成
を
図

第
十
三
条

県
は
、
観
光
の
振
興
に
寄
与
す
る
人
材
の
育
成
を
図

る
た
め
、
観
光
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
知
識
及
び
能

る
た
め
、
観
光
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
知
識
及
び
能

力
の
向
上
、
地
域
の
固
有
の
文
化
、
歴
史
等
に
関
す
る
知
識
の

力
の
向
上
、
地
域
の
固
有
の
文
化
、
歴
史
等
に
関
す
る
知
識
の

普
及
の
促
進
等
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

普
及
の
促
進
等
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
自
然
環
境
及
び
良
好
な
景
観
の
保
全
等
）

（
自
然
環
境
及
び
良
好
な
景
観
の
保
全
等
）

第
十
四
条

県
は
、
観
光
地
に
お
け
る
自
然
環
境
及
び
良
好
な
景

第
十
四
条

県
は
、
観
光
地
に
お
け
る
自
然
環
境
及
び
良
好
な
景

観
の
保
全
並
び
に
環
境
美
化
の
促
進
を
図
る
た
め
、
自
然
体
験

観
の
保
全
並
び
に
環
境
美
化
の
促
進
を
図
る
た
め
、
自
然
体
験

活
動
を
通
じ
て
県
民
等
及
び
観
光
旅
行
者
の
自
然
環
境
及
び
良

活
動
を
通
じ
て
県
民
等
及
び
観
光
旅
行
者
の
自
然
環
境
及
び
良

好
な
景
観
の
保
全
並
び
に
環
境
美
化
に
対
す
る
理
解
の
増
進
を

好
な
景
観
の
保
全
並
び
に
環
境
美
化
に
対
す
る
理
解
の
増
進
を

図
る
な
ど
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

図
る
な
ど
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
及
び
安
心
の
確
保
）

（
安
全
及
び
安
心
の
確
保
）

第
十
五
条

県
は
、
観
光
地
に
お
い
て
事
故
、
災
害
等
が
発
生
し

第
十
五
条

県
は
、
観
光
地
に
お
い
て
事
故
、
災
害
等
が
発
生
し

た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
情
報
の
提
供
等
、
観
光
旅
行
者
が
安

た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
情
報
の
提
供
等
、
観
光
旅
行
者
が
安

全
に
安
心
し
て
観
光
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施

全
に
安
心
し
て
観
光
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
広
報
及
び
啓
発
）

（
広
報
及
び
啓
発
）

第
十
六
条

県
は
、
県
民
等
の
観
光
の
振
興
に
対
す
る
意
識
の
高

第
十
六
条

県
は
、
県
民
等
の
観
光
の
振
興
に
対
す
る
意
識
の
高

揚
及
び
観
光
の
振
興
に
関
す
る
取
組
へ
の
積
極
的
な
参
画
が
促

揚
及
び
観
光
の
振
興
に
関
す
る
取
組
へ
の
積
極
的
な
参
画
が
促

進
さ
れ
る
よ
う
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
広
報
及
び
啓
発
に
努

進
さ
れ
る
よ
う
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
広
報
及
び
啓
発
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
広
報
及
び
啓
発
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

２

前
項
に
規
定
す
る
広
報
及
び
啓
発
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

県
民
等
が
こ
の
条
例
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、

県
民
等
が
こ
の
条
例
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、

愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
観
光
に
関
す
る
統
計
の
整
備
等
）

（
観
光
に
関
す
る
統
計
の
整
備
等
）

第
十
七
条

知
事
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
効
果
的
に

第
十
七
条

知
事
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
効
果
的
に

実
施
す
る
た
め
、
観
光
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
観
光
に
関
す

実
施
す
る
た
め
、
観
光
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
観
光
に
関
す

る
動
向
の
調
査
及
び
分
析
等
を
行
い
、
観
光
に
関
す
る
統
計
の

る
動
向
の
調
査
及
び
分
析
等
を
行
い
、
観
光
に
関
す
る
統
計
の

整
備
及
び
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
県
民
等
に
提

整
備
及
び
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
県
民
等
に
提

供
す
る
も
の
と
す
る
。

供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
八
条

県
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た

第
十
八
条

県
は
、
観
光
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た

め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と

め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と



す
る
。

す
る
。

第
三
章

雑
則

第
三
章

雑
則

（
委
任
）

（
委
任
）

第
十
九
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
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要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。


